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バリアフリー適合証の更新について 

 

１ 趣旨 

高齢者、障がい者等が施設等を安心して利用できるように情報提供するとともに、バリ

アフリーへの意識向上を図ることを目的として、市が定める基準を満たす施設に対して

「バリアフリー適合証」を交付している。 

交付の決定にあたっては、バリアフリー推進協議会の意見を聴取する必要があるため、

意見を求めるもの。 

 

２ バリアフリー適合証の更新  

 対象となる施設１件について、「相続相談コーナー」を新設。２方向に壁を立てて囲む

ようにコーナーを設置。その出入口の寸法は 80cm 以上であること（基準の適合）を確認済

み。 

 

対象施設 株式会社 リフォームプレイス 

申請区分 

一般適合証 更新申請 ※３年毎に更新が必要 

初回申請：平成 27 年度 

前回更新：令和３年度 

 

 

議題１ 


